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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成21年4月16日(2009.4.16)

【公表番号】特表2008-531824(P2008-531824A)
【公表日】平成20年8月14日(2008.8.14)
【年通号数】公開・登録公報2008-032
【出願番号】特願2007-558188(P2007-558188)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｊ   7/02     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 163/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ 133/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｊ   7/02    　　　Ｚ
   Ｃ０９Ｊ 163/00    　　　　
   Ｃ０９Ｊ 133/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月26日(2009.2.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱硬化性感圧接着剤テープであって、
第１の厚さを有するとともに第１の熱硬化性感圧接着剤を含む第１の接着剤層であって、
前記第１の接着剤が光重合性アクリル成分と熱硬化性エポキシ成分とブラック着色顔料と
を含む第１の出発材料の光重合反応生成物であり、前記第１の接着剤が前記ブラック着色
顔料なしに硬化した時に黒色ではなく、前記第１の接着剤が実質的に硬化した後に黒色を
前記第１の接着剤にもたせるのに十分な量の前記ブラック着色顔料を前記第１の出発材料
が含む第１の接着剤層と、
　第２の厚さを有するとともに第２の熱硬化性感圧接着剤を含む第２の接着剤層であって
、前記第２の接着剤が光重合性アクリル成分と熱硬化性エポキシ成分とを含む第２の出発
材料の光重合反応生成物であり、前記第２の接着剤が十分なブラック着色顔料を含まずに
硬化した時に前記第２の接着剤が黒色ではなく、前記第２の接着剤が実質的に硬化した後
に黒色を前記第２の接着剤にもたせる量の前記ブラック着色顔料を前記第２の接着剤が含
まない第２の接着剤層と、
を含み、
　前記第１の出発材料が前記十分な量のブラック着色顔料を含んでいる状態であっても前
記第１の出発材料の実質的な光重合を可能にするのに十分に薄い前記第１の出発材料の層
から前記第１の接着剤層が製造され、前記第２の接着剤が硬化した後に黒色を前記第２の
接着剤にもたせる十分な量の前記ブラック着色顔料を前記第２の出発材料が含んでいたな
らば、前記第２の出発材料の実質的な光重合を妨げるのに十分に厚い前記第２の出発材料
の層から前記第２の接着剤層が製造され、前記第１の接着剤層が前記第２の接着剤層の主
面に接着される、熱硬化性感圧接着剤テープ。
【請求項２】
　前記第１の出発材料中の前記ブラック着色顔料含有率が前記第１の出発材料の少なくと
も約０．１２５重量％であり、前記第２の出発材料中の前記ブラック着色顔料含有率が前
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記第１の出発材料の０．０～０．１重量％の範囲内である、請求項１に記載のテープ。
【請求項３】
　前記第２の接着剤層に接着されたミラーボタンまたはヒンジプレートと組み合わさって
いる、請求項１又は２に記載のテープ。
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